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１．知名町⾼齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会設置要綱 
 
（設置） 

第１条 知名町⾼齢者保健福祉計画（以下「⾼齢者保健福祉計画」という。）及び知名町介護
保険事業計画（以下「介護保険事業計画」という。）の策定に当たり、保健・医療・福祉関
係者等の意⾒を反映させるため、知名町⾼齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委
員会（以下「委員会」という。）を設置する。 
（所掌事項） 

第２条  
(１) ⾼齢者保健福祉計画に関すること。 
(２) 介護保険事業計画に関すること。 
（組織） 

第３条 委員会は、委員15⼈以内をもって組織する。 
２  

(１) 学識経験者 
(２) 保健医療関係者 
(３) 福祉関係者 
(４) 介護保険の被保険者 
(５) サービス利⽤者 
(６)  

 
第４条  
２ 

を務める。 
３ 

代理する。 
（会議） 

第５条  
２ 

ことができる。 
（庶務） 

第６条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。 
（雑則） 

第７条 
る。 
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２．知名町⾼齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会委員名簿 
 

 所属 ⽒名 備考 

 町議会 根釜 昭⼀郎  

 医師 ⼤藏 聡 ⼤蔵医院 

  皆吉 秀⼀  

  ⽇吉 涼⼦  

 ⽼⼈クラブ連合会 淵邊 精四郎  

 居宅サービス事業者 宗岡 須賀美 社会福祉協議会 

 地域密着型サービス事業者 吉⽥ 森広 株式会社 憩いの森 

 施設サービス事業者 坂井 ⼀夫 さくら園 

 居宅介護⽀援事業者 ⼤⼭ 京⼦ 沖永良部徳洲会介護センター 

 第１号被保険者  久代  

 第２号被保険者 ⽯上 志乃  

 サービス利⽤者 持⽥ 幸代 地域⽀援事業利⽤者 

 サービス利⽤者家族 吉⽥ 末次 在宅サービス利⽤者家族 

 保健師 中村 ⾥佐⼦  

 
事務局：保健福祉課 
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